
 

 

 

 

 

 

 

人生の終わりをより良いものにするために、何をどうすべきか自分で決めて準備する

ことが必要です。長引くコロナ禍の影響もあり、この先何が起きるかわからない、と

いう危機感を感じている方が増えています。そんなとき、遺言書があると相続人の間

の協議が不要で手続きも執行者に任せられるという利点から、最近は需要が高まって

います。この機会に、遺言について考えてみませんか。 

【定員 10名】 

 

◆当日の内容 

     ・相続トラブルを防ぐには  ・遺言と遺書の違い 

     ・自筆証書と公正証書  ・遺言書作成の準備～何から始めればいい？ 

     ・民法改正で何が変わった？     等々を予定しています 

 

３月 30日（火）13時 30分～15時 

講 師：松島 明子さん（行政書士、女性のための相続相談室、志木支部組合員） 

参加費：1,000円  

 

 

参加申し込みやお問い合わせ 

特定非営利活動法人 大人の学校 

メール  otonano-gakkou@cure.ocn.ne.jp 

電話/ファックス   048-423-3313   

 


